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○提出予定議案総括 

 

案   件 件  数 備          考 

人     事    ５件 
監査委員    ２件 

農業委員会委員 ３件 

補 正 予 算    ２件 一般会計ほか（専決処分２件） 

条 例 関 係    ３件 一部改正（専決処分３件） 

計   １０件  
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条例改正 
八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例設

定の専決処分について 

財政部 

税制課 

概 

要 

 八王子市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例について、専決処分を行ったため、議会に

報告し、承認を求めるもの 

【内容】 

 令和５年度の税制改正により、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び関係法令を改正する法

令が令和５年（２０２３年）３月３１日に公布された。その一部の施行日が同年４月１日であったこ

とから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を同年３

月３１日に行った。 

 

 ＜専決処分した内容＞ 

【固定資産税に関する改正】 

１ わがまち特例（生産性革命）の終了に伴う規定の削除（附則第１０条及び第１０条の２第１６項） 

中小事業者等が認定先端設備等導入計画に従って取得をした先端設備等に該当する家屋及び償

却資産に対する固定資産税の課税標準の特例が令和５年（２０２３年）３月３１日までの取得分を

もって終了することに伴い、特例率を定める規定及び関連する条文を削除した。 

 

２ わがまち特例（マンションの大規模修繕）の新設に伴う申告規定の追加（附則第１０条の３） 

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）に基づく管理計画

認定マンション等一定の要件を満たすマンションについて、長寿命化に資する一定の大規模修繕工

事を令和５年（２０２３年）４月１日から令和７年（２０２５年）３月３１日までの間に実施した

場合に、当該大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年度分の家屋に係る固定資産税額を１／

３を参酌して１／６以上１／２以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額を

減額する制度が導入されたことに伴い、同特例の適用を受けるために必要な申告に係る事項を規定

した。 

 

【軽自動車税に関する改正】 

３ より環境性能の良い車両の普及を後押ししていく観点から、種別割のグリーン化特例（軽課）の

適用期限を３年間（２５％軽減の対象のものは２年間）延長する法改正が行われることに伴い、グ

リーン化特例に関する規定を法に合わせて改正した。（附則第１８条及び第１８条の２） 

 

区分 軽減率 軽減額 適用期間 

電気軽自動車 

天然ガス軽自動車 

三輪のもの 

おおむね 

７５％ 

3,900円→1,000円 

令和８年度

まで 

(R8.3.31 

取得分まで) 

四輪以上のもの 

（乗用・営業用） 
6,900円→1,800円 

四輪以上のもの 

（乗用・自家用） 
10,800円→2,700円 

四輪以上のもの 

（貨物用・営業用） 
3,800円→1,000円 

四輪以上のもの 

（貨物用・自家用） 
5,000円→1,300円 

営業用の乗用の 

ガソリン軽自動車 
三輪のもの 

おおむね 

５０％ 

3,900円→2,000円 
令和８年度

まで 

(R8.3.31 

取得分まで) 

（令和１２年度燃費 

基準９０％達成）※ 
四輪以上のもの 6,900円→3,500円 

営業用の乗用の 

ガソリン軽自動車 
三輪のもの 

おおむね 

２５％ 

3,900円→3,000円 
令和７年度

まで 

(R7.3.31 

取得分まで) 

（令和１２年度燃費 

基準７０％達成）※ 
四輪以上のもの 6,900円→5,200円 
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  ※ 上記令和１２年度燃費基準に加え、令和２年度燃費基準及び平成３０年排出ガス基準５０％

達成又は平成１７年排出ガス基準７５％達成したものに限る。 

 

【その他の改正】 

４ 改正後の地方税法等の規定に合わせ、条例で引用する条項を改めた。（附則第１０条の２第３項か

ら第１４項まで及び改正前の第１０条の３第１１項から第１３項まで） 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１７９条 

 

１ わがまち特例（生産性革命）の終了に伴う規定の削除 

 ○改正前の地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  附則第６４条 

 

２ わがまち特例（マンションの大規模修繕）の新設に伴う申告規定の追加 

 ○改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  附則第１５条の９の３ 

 

３ 軽自動車税に係る種別割のグリーン化特例（軽課）の適用期間の延長 

 ○改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  附則第３０条 
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条例改正 
八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例設定

の専決処分について 

財政部 

資産税課 

概 

要 

 八王子市都市計画税条例の一部を改正する条例について、専決処分を行ったため、議会に報

告し、承認を求めるもの 

【内容】 

 令和５年度の税制改正により、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び関係法令を改正する法

令が令和５年（２０２３年）３月３１日に公布された。その一部の施行日が同年４月１日であったこ

とから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を同年３

月３１日に行った。 

 

 ＜専決処分した内容＞ 

  地方税法附則第１５条の項が移動したことから、条例で引用する項を改めた。 

 

 （改正箇所） 

  １ 条例附則第２項 

    （法附則第１５条第３３項の条例で定める割合） 

   ２ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

      ↓ 

    （法附則第１５条第３２項の条例で定める割合） 

   ２ 法附則第１５条第３２項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 

 

  ２ 条例附則第１７項 

   １７ 法附則第１５条第１項、第１４項、第１６項、第１８項、第２０項、第２５項、第３２

項、第３３項、第３６項若しくは第４０項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３

条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあ

るのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

      ↓ 

   １７ 法附則第１５条第１項、第１３項、第１５項、第１７項、第１９項、第２４項、第３１

項、第３２項、第３５項若しくは第３９項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３

条の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第２条第２項中「又は第３３項」とあ

るのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは第６３条」とす

る。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

 

【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１７９条 

 

 ○改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  附則第１５条 
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条例改正 
八王子市国民健康保険条例の一部を改正する条例設

定の専決処分について 

健康医療部 

保険年金課 

概 

要 

 八王子市国民健康保険条例の一部を改正する条例について、専決処分を行ったため、議会に

報告し、承認を求めるもの 

【内容】 

 令和５年度の税制改正により、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び関係法令を改正する法

令が令和５年（２０２３年）３月３１日に公布された。その一部の施行日が同年４月１日であったこ

とから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき専決処分を同年３

月３１日に行った。 

 

 ＜専決処分した内容＞ 

１ 課税限度額の引上げ（第１１条） 

国民健康保険における被保険者と被用者保険（健康保険組合、共済組合等による保険）における

被保険者間の保険税負担の公平の確保に配慮するとともに、中間所得層の被保険者の負担に配慮し

ながら必要な保険税収入を確保するため、地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号）で定める

限度額に合わせ、後期高齢者支援金等課税額の限度額を２０万円から２２万円に引き上げた。 

 

２ 減額の対象となる所得の基準の引上げ（第３０条） 

経済動向等を踏まえ、地方税法施行令で定める国民健康保険税の均等割額の減額対象となる所得

の基準額が引き上げられたことから、これに従い条例で定める基準額を引き上げた。 

  
減額の 
割合 

所得基準額（前年の世帯の総所得金額等） 

改正前 改正後 

７割 
４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）以下 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）以下 

５割 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）＋２８．５万円×（当該世帯の

被保険者数＋特定同一世帯所属者数）以

下 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）＋２９万円×（当該世帯の被保険

者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

２割 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）＋５２万円×（当該世帯の被保

険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

４３万円＋１０万円×（給与所得者等の

数－１）＋５３．５万円×（当該世帯の被

保険者数＋特定同一世帯所属者数）以下 

    

   ※ 給与所得者等の数 

     納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び特定同一世帯所属者の

うち給与所得を有する者の数及び公的年金等に係る所得を有する者の数の合計数をいう。 

 

   ※ 特定同一世帯所属者 

     国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者で、国民健康保険の

資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。 

 

 ＜施行日＞ 

  令和５年（２０２３年）４月１日 

  ※ 令和５年度（２０２３年度）以後の年度分の国民健康保険税に適用する。 
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【法令等】 

 ○地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１７９条 

 

 ○地方税法（昭和２５年法律第２２６号） 

  第７０３条の４、第７０３条の５ 

 

 ○改正後の地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号） 

  第５６条の８８の２、第５６条の８９ 
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人事 監査委員の選任について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和５年（２０２３年）４月３０日任期満了に伴い、市議会の同意を得て、監査委員を選任

するもの 

【内容】 

 令和５年（２０２３年）４月３０日に市議会議員のうちから選任している濵中
はまなか

賢司
け ん じ

委員及び鈴木
す ず き

勇
ゆう

次
じ

委員が任期満了を迎えたことから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規

定に基づき、市長が市議会の同意を得て、監査委員２人を選任する。 

 任期は、令和５年（２０２３年）５月１８日から令和９年（２０２７年）４月３０日までとする。 

 ※ 地方自治法第１９７条の規定に基づき、議員のうちから選任される委員の任期は、議員の任期

による。 

 

【法令等】 

 〇地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

  第１９５条～第１９７条 
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人事 農業委員会委員の任命について 
総務部 

職員課 

概 

要 

 令和５年（２０２３年）４月３０日退任に伴い、市議会の同意を得て、農業委員会委員を任

命するもの 

【内容】 

 令和５年（２０２３年）４月３０日に市議会議員のうちから任命している小林
こばやし

裕
ひろ

恵
え

委員、馬場
ば ば

貴大
たかひろ

委員及び美濃部
み の べ

弥生
や よ い

委員が退任したことから、農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）

第８条第１項の規定に基づき、市長が市議会の同意を得て、農業委員会委員３人を任命する。 

 任期は、令和５年（２０２３年）５月１８日から令和７年（２０２５年）４月１２日までとする。 

 ※ 前任者の退任による任命であるため、前任者の残任期間が任期となる。 

 

【法令等】 

 〇農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号） 

  第８条～第１０条 

 

 ○八王子市農業委員会委員に関する規則（平成２８年八王子市規則第１号） 

  第２条～第４条 

 

 

 

 


